
箕
島

二
千
年
史

は
じ
め
に

箕
島
町
は
、
福
山
城

の
南
方
約
六
面
に
位
置
し
、
東

に
Ｎ
Ｋ
Ｋ
福
山
工
場
、
南

は

瀬
戸
内
海
と
輛
町
、
西
は
芦
田
川
を
介
し
て
水
呑
町
に
接
す
る
町
で
、
江
戸
時
代
は

水
呑
村

に
属
し
、
島
の
周
囲
は
約
四
七
〇
〇

ｍ
で
あ

っ
た
。

芦
田
川
よ
り
吐
出
さ
れ
た
土
砂
が
堆
積

し
て
新
開
が
増
大
し
た
こ
と
か
ら
、
福
山
市

街
地
と
陸
続
き
と
な
り
、
島
の
周
辺
部
は
干
拓
が
進
み
、
埋
立
用
土
石

の
採
取
で
山

容
は
変
形
し
、
工
業
団
地

・
宅
地
造
成
も
進
み
、
従
来
島

の
人
々
が
漁
場
と
し
て
き

た
新
涯
町

・
鋼
管
町

・
箕
沖
町
は
臨
海
工
業
地
帯
と
な
り
、
都
市
型
産
業
は
日
々
増

し
て
い
る
。

し
か
し
、
戦
前
迄
は
自
砂
青
松

の
海
岸

で
素
晴
し
か

っ
た
風
景
と
、
魚

の
宝
庫

で

あ

っ
た
海
は
破
壊
さ
れ
、
再
び
旧
観
を
取
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

弥
生

・
古
墳
時
代

箕
島

に
何
時
頃
か
ら
人
が
住

み
始
め
た
の
か
定
か
で
な
い
が
、
縄
文
時
代
以
前
に

人
々
が
住
ん
で
い
た
痕
跡
は
、
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
弥
生
時
代

に

/Jヽ

定

市

な
る
と
、
朝
鮮
半
島
よ
り
伝
来
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
弥
生
時
代
前

期
末
の
細
形
銅
剣

（
軸
部
が
折
損
、
長

一
一
・
五

磁
）
が
出
土
し
て
い
る
。

ま
た
、
水
呑
町
か
ら
熊
ケ
峰
の
山
頂
を
越
え
、
山
を
下

っ
た
熊
野
町
の
熊
野
神
社
の

裏
山
か
ら
は
中
期
中
頃
以
後
の
平
形
鋼
剣

（全
長
四
五

磁
）
二
本
が
出
土
し
て
い
る
。

古
墳
時
代
に
な
る
と
、
箕
島
に
は
多
く
の
古
墳
の
築
造
が
み
ら
れ
、
茶
山
の
古
墳
群

は

一
五
基
を
数
え
、
そ
の
中
の
主
墳

（釜
屋

一
号
墳
）
か
ら
、
明
治
四
十
三
年

（
一

九

一
〇
）
に
発
見
さ
れ
た
市
重
文
の
金
銅
製
単
龍
環
状
柄
頭
は
、
六
世
紀
後
半
項
の

作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
環
頭
の
起
源
は
中
国
で
、
龍
は
中
国
の
戦
国
時
代

に
、
四
方
の
守
り
神
と
し
て
生
れ
た
空
想
上
の
動
物
で
あ
っ
て
、
環
状
柄
頭
の
龍
の

装
飾
は
、
今
に
も
天
に
昇
る
か
の
よ
う
に
雄
々
し
い
も
の
で
、
環
状
の
部
分
は
龍
の

胴
体
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

戦
前
、
箕
島
町
の
人
に
よ
る
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
と
、
そ
の
他
の
諸
記
録
を
総
合

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

■
弥
生
時
代

・
福
禅
寺
谷
、
出
土
品
細
形
銅
剣
。

２
．

″
　
　
・
福
禅
寺
谷
西
、
石
棺

・
副
葬
品
。
１
、
鉄
刀
。
２
、
石
斧
。

３
．古
墳
時
代

・
五
八

ｍ
の
茶
山
の
主
墳

（
一
号
墳
）
横
穴
式
石
室

。
高
サ
直
径
七
尺

林
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石
室
の
間
曇

・
奥
行
三
間
、
副
葬
晶
１
、
金
銅
製
単
龍
環
状
柄
頭
。

２
、
須
恵
濃
。
３
、
勾
玉
。
４
、
鉄
刀

（金
鋳
）
。

４
．さ
墳
時
代

・
吉
墳
。
福
禅
寺
西
、
石
室
間
口

・
高
サ
共
六
尺
、
奥
行
七
尺
。
訓
葬

轟
鉄
刀
。

５
．

夕
　
　
・
古
墳
。
釣
ケ
端
、
石
室
間
口

一
聞
、
高
サ
四
尺
、
奥
行

一
間
、
融
葬

品
。
１
、
須
恵
器
十
二
ケ
。
２
、
鉄
刀
。

６
．

ク
　
　

・
吉
墳
。
巣
の
脇
、
位
置
不
詳
。

（古
老
の
語
）

■
　
夕
　
　
ヽ
員
塚
。
釜
屋
東
斜
面
の
海
岸
、
遺
物
須
恵
器
．

８
．時
代
不
祥

・
釈
迦
の
端
、
大
正
九
年
頃
石
棺
を
発
堀
。
遺
物
。
１
、
人
骨
．
２
、

（弥
生
古
墳
）
鉄
刀
。
そ
の
後
石
塚
を
造
り
石
相
を
杷
る
。

９
．

ク
　
　
・
陶
伽
、
石
嬉
。
明
治
四
十
年
頃
石
稽
を
堀
り
出
す
、
以
後
不
明
。

古
墳
時
代
か
ら
江
戸
時
代
迄
の
、
箕
島
地
方
で
の
推
移
を
示
す
史
料
は
、
ま
だ
覇

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

長
和
庄
と
平
教
経
陣
屋
伝
説

田
尻
町
の
北
半
分
に
、
本
郷
の
地
名
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
本
郷
と
は
、

沼
隈
半
島
東
南
部
で
最
初
に
開
け
、
付
近
の
発
展
の
源
と
土
地
に
付
け
ら
れ
る
地
名

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
が
多
く
残
さ
れ
て
い
た
田
尻
町
北
部
と
箕
島
町
は
、
古
墳

時
代
以
後
も
引
続
い
て
繁
栄
し
た
よ
う
で
あ
る
。

箕
島
は
、
長
和
庄
内
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
長
和
鍾
の
領
家
悲

田
院
は
、
天
正
元
年

（
一
五
七
一こ

、
織
田
信
長
２
示
部
上
京
焼
打
で
焼
失
し
、
長

和
症
東
方
地
頭
の
田
総
症
長
井
氏
に
も
長
和
症
支
配
文
書
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
水
呑

・
箕
島

・
銀
尻
の
中
世
の
解
明
は
進
ん
で
い
な
い
。

藤
原
北
家
正
三
位
葉
室
額
頼
は
、
保
延
の
額

（
一
一
三
八
―

一
一
囲
○
）
興
善
院

を
建
立
し
、
第
七
四
代
鳥
羽
天
皇
ゆ
か
り
の
鶴
願
寺
安
楽
寿
院
に
寄
進
し
て
い
る
．

顕
頼
の
二
男
、
藤
原
惟
方

（当
時
議
解
由
次
官
）
と
、
推
方
の
姉
で
藤
原
季
成
の
妻

で
あ
っ
た
民
部
卿
三
位
局
は
、
仁
平
元
年

（
一
一
五

一
）
に
一
七
ケ
所
の
所
領
を
興

善
院
に
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の

一
七
ケ
所
の
所
領
群
の
中
に
長
和
庄
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
長
和
庄
が
成
立
す
る
の
は
仁
平
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。

鳥
羽
天
皇
の
第
四
王
子
で
あ
る
、
第
七
七
代
後
自
河
天
皇
に
、
第

一
王
子
の
二
繰
天

皇
が
誕
生
し
た
の
が
康
治
二
年

（
一
一
四
三
）
で
、
同
年
に
顕
頼
は
三
ケ
所
の
所
領

し
て
い
る
。

次
い
で
、
民
部
卿
三
位
局
の
娘
、
藤
原
成
子
と
後
自
河
天
皇
と
の
間
に
第
二
王
子

で
あ
る
、
以
仁
王

（
八
條
院
の
猶
子
）
が
誕
生
し
た
の
が
、　
一
七
ケ
所
の
所
領
が
寄

進
さ
れ
た
と
同
じ
仁
平
で
あ
る
。
こ
の
康
治
二
年

・
仁
平
元
年
と
二
度
に
亘
る
興
善

院

へ
の
所
領
の
寄
進
は
、
何
れ
も
、
後
自
河
天
皇
の
王
子
誕
生
年
と

一
致
す
る
こ
と

か
ら
、
王
子
誕
生
を
視

っ
て
行
わ
れ
た
所
領
寄
進
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

葉
室
藤
原
氏
が
所
領
を
寄
進
し
た
狙
い
は
、
引
続
い
て
貴
族
と
し
て
権
力
を
保
持

す
る
た
め
の
方
策
だ

っ
た
よ
う
で
、
以
後
、
長
和
度
は
八
榛
院
領
と
し
て
伝
領
さ
れ
、

歓
喜
光
院
領
に
寄
進
替
さ
れ
た
の
は
徳
治
元
年

（
一
三
〇
六
）
の
こ
と
で
、
延
慶
元

年

（
一
二
〇
八
）
闇
八
月
、
後
宇
多
法
皇
は
所
領

（長
穣
壼
を
含
）
を
東
官
尊
治
親

王

（第
九
六
代

・
後
醍
醸
天
皇
）
に
譲
与
さ
れ
る
が
、
薫
北
朝
時
代
、
南
朝
方
が
弱
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体
化
し
た
こ
と
で
、
歓
喜
光
院
領
は
失
わ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

長
和
庄
に
地
頭
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、
後
鳥
羽
上
皇
が
、
北
条
氏
追
討
の
宣
旨
を

全
国
に
下
し
た
承
久
の
乱

（
一
三
二

一
）
後
の
出
来
ご
と
で
、
長
和
庄
の
庄
官
は
、

後
鳥
羽
上
皇
方
に
味
方
し
、
討
幕
の
企
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
乱
後
所
領
は
幕
府
に

没
収
さ
れ
、
戦
功
の
あ

っ
た
御
家
人
、
長
井
時
広
に
地
頭
職
が
与
え
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
長
和
庄
地
頭
職
が
東
西
に
分
割
さ
れ
る
の
は
、
蒙
古
襲
来
の
前
年
文

永
十
年

（
一
二
七
三
）
の
こ
と
で
、
幕
府
が
蒙
古
の
来
襲
に
備
え
、
応
戦
の
準
備
を

し
て
い
た
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
の
鎮
西

・
長
門
防
備
に
関
連
し
て
、
長
井

氏
も
後
方
の
拠
点
作
り
の
分
割
と
考
え
ら
れ
る
。

「
平
教
経
の
陣
屋
が
箕
島
に
あ
っ
た
Ｌ
と
の
通
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
も
し
、

事
実
で
あ
る
と
す
る
と
、
長
和
庄
は
平
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

平
氏
の
没
落
に
際
し
て
、
平
家

一
門
の
所
領
や
、
平
家
与
党
人

・
謀
叛
人
の
所
領
は

「
平
家
没
官
領

」
と
称
し
て
、
鎌
倉
幕
府
に
敵
対
し
た
所
領
と
し
て
、
源
頼
朝
は
戦

功
の
あ
っ
た
御
家
人
に
地
頭
職
の
名
日
で
分
与
し
、
敵
対
者
の
土
地
を
支
配
し
て
い

る
。
当
時
、
長
和
庄
は
八
条
院
関
係
領
で
、
八
条
院
の
猶
子
、
以
仁
王
は
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
、
源
頼
政
に
奉
じ
ら
れ
て
平
氏
討
滅
の
謀
主
と
な
り
、
〈己
日
を
出
す
。
す

る
と
、
源
行
家
は
以
仁
王
の
令
旨
を
東
国
の
源
氏
に
伝
え
る
た
め
八
条
院
領
を
中
心

に
動
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
和
庄
は
源
氏
系
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
平
氏
関
係
の
庄

園
で
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

寿
永
三
年

（
一
一
八
四
）
二
月
七
日
、
源
義
経
が

一
の
谷
の
合
戦
で
平
家
を
破
る

と
、
源
頼
朝
は
、
十

一
日
後
の
二
月
十
八
日
に
土
肥
実
平
を
、
備
前

・
備
中

・
備
後

の
守
護
に
補
任
す
る
。
翌
三
月
二
十
五
日
に
は
、
実
平
は
備
中
の
国
府
で
在
庁
の
所

務
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
日
頃
に
は
備
後
で
も
実
平
は
、
備
中
同
様
支
配
権

を
保
持
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

『
平
家
物
語
』
の
「
六
ケ
度
合
戦

」
で
は
、
僅
か
十
日
間
程
の
間
に
、
平
教
経
は

西
国
各
地
で
六
回
も
戦

っ
て
勝

っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
り
え
な
い

こ
と
で
、
六
回
の
戦
闘
を

一
つ
の
時
期
に
集
め
て
書
き
全
て
教
経
の
功
績
と
し
た
よ

う
で
、
実
際
に
戦
が
あ
っ
た
の
は
寿
永
三
年
七
月
ご
ろ
、
平
氏
が
安
芸
国
で
土
肥
実

平
を
相
手
に
六
回
戦

っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
平
教
経
の
軍
勢
が
、
屋
島
か
ら
箕
島
に
押
寄
て
み
た
も
の
ゝ
、

備
後
は
源
氏
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
備
後
で
の
戦
を
中
止
し
、
安

芸
国
沼
田
庄
に
転
戦
し
た
と
読
む
の
が
、
物
語
の
正
確
な
読
み
方
と
思
う
。

水
野
勝
成
の
築
城
計
画
と
福
山
城

戦
国
時
代
が
終
り
、
豊
臣
家
か
ら
徳
川
氏
に
天
下
は
移
り
、
関
ケ
原
合
戦
後
、
芸

備
両
国
に
福
島
正
則
が
封
ぜ
ら
れ
る
が
、
広
島
城
修
復
の
件
で
正
則
は
改
易
と
な
り
、

代
っ
て
、
大
和
郡
山
か
ら
水
野
勝
成
が
備
後
南
部

一
〇
万
石
の
領
主
と
し
て
入
部
す

る
。
勝
成
は
早
速
新
城
の
適
地
を
三
ケ
所
に
絞
り
、
第

一
候
補
地
に
水
陸
の
軍
事
的

要
地
箕
島
、
第
二
候
補
地
に
野
上
村
常
興
寺
山
と
し
て
幕
府
の
裁
可
を
仰
ぐ
、
勝
成

の
計
画
は
、
大
手
を
南
部

（水
ケ
浦
の
あ
た
り
）
と
し
、
本
丸
を
中
央
の
高
所
に
、

掘
手
は

（釣
ケ
端
新
涯
の
あ
た
り
）
埋
立
工
事
に
よ
っ
て
城
下
町
を
構
成
す
る
計
画

で
あ
っ
た
。

幕
府
か
ら
は
係
官
が
出
張
吟
味
の
末
、
「
箕
島
は
規
模
宏
大
な
た
め
、
経
営
は
容
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易
な
ら
ず

」
と
し
て
不
許
可
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
第
二
候
補
地
の
常
興

寺
山
の
新
城
建
設
が
確
定
し
、
築
城
は
幕
府
の
監
督
の
も
と
に
進
め
ら
れ
、
幕
府
は

絵
図
面
師
と
し
て
小
幡
勘
兵
衛
、
石
垣
奉
行
に
花
一房
志
摩
守
と
戸
川
土
佐
守
を
派
遣

し
て
い
る
。
ま
た
、
幕
府
か
ら
の
援
助
と
し
て
、
伏
見
城
の
遺
構
が
下
賜
さ
れ
る
。

従
来
、
福
山
城

に
下
賜
さ
れ
た
伏
見
城

に
っ
い
で
の
通
説
は
、

「
文
禄
年
間
に
、
大

閤
秀
書
の
居
域
と
し
て
築
か
れ
、
桃
山
文
化
の
粋
を
集
め
た
城

」
で
あ
っ
た
が
、
通

説
は
疑
間
で
、
伏
見
城
は
文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
か
ら
、
東
山
連
峰
の
最
繭
端
指

月
の
地
に
築
城
が
進
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
慶
長
元
年

（
一
五
九
六
）
闇
七
日
十
二

国
の
京
幾
大
地
震
で
指
潟
の
城
は
麟
壊
し
城
中
で
の
死
者
は
五
〇
〇
人
を
教
え
、
周

辺
の
大
名
屋
敷
も
ほ
と
ん
ど
綴
壊
し
た
の
で
あ
る
。

秀
吉
は
早
速
城
の
再
建
に
着
手
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
場
所
を
変
え
、
指
月

よ
り
東
北
寄
り
の
小
幡
由

（伏
見
曲
）
に
慶
長
三
年
春
完
成
。
同
年
八
月
秀
吉
の
死

後
は
子
頼
秀
が
在
城
す
る
が
、
運
年
に
は
徳
川
家
策
が
入
る
。
慶
長
五
年
関
ケ
原
合

戦
の
勧
発
に
伴
い
、
家
額
の
家
臣
が
守
る
同
城
を
独
軍
四
方
の
大
軍
が
猛
攻
し
、
激

戦
の
後
、
同
年
七
月
二
十
日
夜
同
城
は
、
本
丸

・
松
之
丸

，
名
護
屋
丸

・
二
之
丸
以

下
悉
く
焼
失
合
言
経
卿
記
』

『
時
慶
卿
記
」

「
左
大
史
孝
亮
記
し
し
て
陥
落
し
た
。

戦
に
勝
利
し
た
家
康
は
、
伏
見
城
を
そ
の
ま
ゝ
放
置
せ
ず
、
翌
慶
長
六
年
、
小
堀
政

次
を
作
事
奉
行
に
任
じ
再
建
に
取
り
か
か
り
、
次
い
で
、
普
請
奉
行
に
藤
堂
高
虎
を

任
命
、
大
工
榛
梁
中
井
正
清
も
作
事
を
指
揮
し
、
同
年
末
に
は
大
規
模
な
修
復
が
な

さ
れ
、
慶
長
八
年
二
月
十
二
日
、
同
城
で
家
康
の
征
夷
大
将
軍
の
宜
下
式
が
行
わ
れ

た
。元

和
五
年

（
一
六

一
九
）
西
国
支
配
の
拠
点
が
大
坂
城
と
定
ま
り
、
大
坂
城
大
修

箕島の初日の出 (平成 5年 1月 1爾 )
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築
が
決
定
し
た
こ
と
で
、
従
来
か
ら
の
西
国
支
配
拠
点
で
あ

っ
た
伏
見
城
は
不
要
な

城
と
な

っ
た
こ
と
で
取
壊
さ
れ
、
本
丸
御
殿
は
二
条
城

に
、
隅
櫓
は
大
阪
城

・
淀
城

。
江
戸
城
な
ど
に
移
さ
れ
る
。

初
代

・
二
代
と
続

い
て
将
軍
宜
下
式
が
取
行
わ
れ
、
徳
川
幕
府

の
権
威

の
象
徴
で

あ

っ
た
伏
見
城
は
、
二
代
将
軍
秀
忠

の
命

に
よ
り
、
城
郭

の

一
部
が
福
山
城

に
移
築

さ
れ
、
幕
府
拝
領
の
建
造
物
群
は
福
山
城

の
南
面
大
手
門
後
方
上

の
本
丸

に
、
東
か

ら
月
見
櫓

・
湯
殿

（葵
絞
有
）

・
本
丸
御
殿

（箱
棟

に
葵
絞
有
）
鉄
御
門

・
伏
見
三

階
櫓

の
偉
観
が
立
並
ぶ
の
で
あ
る
。

箕
島
の
山

村
民

の
狩
猟
と
伐
木
を
禁
止
し
た
領
主

の
山
を
御
立
山
と
呼
び
、
箕
島

の
御
立
山

は
、　
一
七
二
町
八
反

（十
八
丁

・
八
丁
）
薮

一
反

（
二
〇
間

・
十
五
間
）
が
あ

っ
て

山
番

の
給
米
と
し
て
米
三
石
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
楠
等

の
大
木
が
茂

っ
て
い

て
大
木

の
下

に
は
し
だ
が
繁
茂
し
て
い
た
よ
う
で
、
水
野
勝
俊
は
正
保
四
年

（
一
六

四
七
）
五
月
、
深
津
沖
新
涯
築
堤

の
潮
止
工
事

に
「
箕
島

の
羊
歯

」
を
用

い
る
よ
う

命
じ
て
い
る
。

土
手
を
築
堤
す
る
際
、
千
潟
の
軟
泥

の
上
に
直
接
土
砂
を
投
入
す
る
工
法
で
は
、

軟
泥
は
四
散
し
土
砂
が
埋
没
し
て
効
果
が
挙
が
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
軟
泥

の
上
に
羊

歯
を
敷
詰

め
そ
の
上
に
盛
上
を
す
る
工
事

の
よ
う
で
、
特

に
潮
止
と
も
な
る
と
工
事

は
難
か
し
く
大
量

の
土
砂
を
単
時
間

に
、
軟
弱
な
地
盤

に
盛
土
す
る
際
は
有
効

で
あ

っ
た
。

元
禄
十

一
年

（
一
六
九
八
）
五
月
、
水
野
家
は
継
嗣
断
絶
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
改

易
と
な
っ
た
節
、
箕
島
の
楠
の
大
木
や
其
の
他
の
用
木
を
、
屋
吹
伝
右
衛
門
と
三
河

屋
勘
蔵
等
が
伐
採
し
て
売
却
し
た
こ
と
で
両
人
は
召
捕
え
ら
れ
て
い
る
。

釈
迦
ケ
端

福
山
城
下
西
町

（現
在
の
霞
町
）
に
、
寺
格
が
水
野
家
の
賢
忠
寺
に
次
ぐ
大
淵
山

泉
龍
寺
と
称
す
曹
洞
宗
の
寺
が
あ
る
。

一
福
山
で
の
開
基
は
寛
永
七
年

盆
六
三
〇

で
、
家
老
の
中
山
将
監
重
盛
が
願
主
と

な
り
、
水
野
家
の
縁
威
琶
翁
和
尚
が
中
山
将
監
の
請
に
よ
り
同
寺
を
建
立
す
る
。

三
代
水
野
勝
貞

（明
暦
か
ら
万
治
の
頃
）
は
鷺

翁
に
帰
依
し
、
毎
夜
の
如
く
呼
出
し

て
は
話
を
聴
い
て
い
た
が
、
或
る
干
魃
の
年
、
勝
貞
が
「
禅
宗
に
も
雨
乞
い
の
法
あ

ら
ば
行
え
」
と
命
じ
る
と
、性
鶯
翁
は
海
の
難
所
箕
島
釈
迦
ケ
端
岸
下
の
前
方
二
〇
間

先
に
あ
っ
た
潜
岩

（平
俎

。
一
之
俎

。
長
瀬
俎
の
三
ケ
所
の
暗
礁
）
の
上
に
結
枷
鉄

座
し
て
祈
る
。
そ
の
う
ち
潮
が
次
第
に
満
ち
唇
に
達
し
そ
う
に
な
っ
た
時
、
空
は
暗
天

と
な
り
落
雷
を
伴

っ
た
豪
雨
と
な
っ
た
。
以
後
勝
貞
は
益
々
帰
依
を
深
め
て
い
く
の

で
あ
る
。

鷺

翁
の
後
住
太
自
和
尚
と
中
山
将
監
重
盛
の
孫
将
監
重
澄

・
外
の
人
が
請
を
結
ん
で
、

寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
春
、
釈
迦
ケ
端
に
釈
迦
の
石
仏
を
造
立
し
、
以
後
は
、
正

五

・
九
月
に
般
若
経
の
転
読
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
転
読
が
縁
と
な
り

同
地
に
、
泉
龍
寺
支
配
の
金
剛
山
般
若
院
と
い
う
庵
室
が
で
き
る
。
嘉
永
の
頃

（
一

八
四
八
―
五
三
）
寺
社
奉
行
に
出
さ
れ
た
願
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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恐
れ
乍
ら
書
付
を
以
て
願
上
奉
り
候
御
事
。

水
呑
村
箕
島
の
内
釈
迦

ケ
端

と
申
す
処

に
、
水
野
様
御
代

に
御
家
中
並
び
に
町

場
よ
り
、
護
穀
成
就
並
び
に
破
船
除
け
の
為
、
釈
迦
の
尊
像
を
石
仏
に
て
御
建

立
な
さ
れ
、
金
剛
山
般
若
院
と
申
す
庵
室
を
右

の
場
所

に
御
建
立
、
御
林

の
内

四
町

（
四
三
六

ｍ
）
四
方
を
御
添
え
な
さ
れ
、
当
寺

の
支
配
に
仰
付
け
ら
れ
候
。

毎
年

二
月
十
五
日
に
御
祈
祷
仕
り
候
事

に
御
座
候
。

近
世
初
頭
に
な
る
と
、
福
山
湾
内
は
、
芦
田
川
か
ら
流
出

し
た
土
砂
が
堆
積
し
、

次
第

に
遠
浅

の
海
が
拡
が
り
、
城
下
船
入

へ
入
港
す
る
大
型
帆
船

の
航
路
が
制
限
さ

れ
て
行
く
時
期
で
あ

っ
た
。

福
山
湾

日
の
浅
瀬
の
中
に
潮
の
干
満
時
に
潮
が
早
く
流
れ
る
底
深

い
水
路

（澪
筋
）

が
箕
島
沖
か
ら
福
山
船
入
に
通
じ
て
い
た
。
釈
迦
ケ
端
は
丁
度

こ
の
澪
筋

に
当
り
、

千
潮
時

に
海
上
に
頭
を
出

し
て
い
た
潜
岩
も
、
満
潮

に
な
る
と
海
中

に
没
し
魔
の
海

難
場
所

に
変
る
こ
と
か
ら
事
故
防
止
の
た
め
、
領
主

の
大
型
船
出

入
に
際

し
て
は
、

水
呑
村
は
番
船
を
出

し
て
暗
礁

の
位
置
を
知
ら
せ
て
安
全
を
計

っ
て
い
た
。

自
石
島
沖

に
領
主

の
船
が
帰

っ
て
来
る
と
、
釈
迦
ケ
端

に
遠
見
番
を
置
き
、
先
触

れ
の
船
が
帰

っ
て
く
る
と
峰
火
を
上
げ

て
福
山
城

に
帰
船
を
知
ら
せ
、
箕
島
沖
か
ら

福
山
座
床
迄
水
呑
村

の
水
先
安
内
船
が
先
達
を
す
る
船
役
が
あ

っ
た
。

箕
島
の
鎮
守
楠
神
社

江
戸
時
代
の
楠
神
社
は
、
楠
明
神
又
は
加
茂
明
神
と
記
載
さ
れ
、
創
建
は
明
ら
か

箕島楠神社
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に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）

に
は
、
神
田
三
畝
歩
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
明
和

の
終
頃

（
一
七
七

一
）

に
な
る
と
、
二
間
四
面

の
社
殿
が
あ
り
、
神

主
は
甚
左
衛
門

（小
畠
）
、
爾
宜
は
長
和
村

の
九
太
夫
で
あ

っ
た
。
ま
た
除
地
も
増

加
し
、
社
地

二
〇
歩

。
神
田
三
畝

一
〇
歩

・
三
林
七
反
四
畝
十
五
歩
で
あ

っ
た
。

以
後
、
明
治
初
年
の
頃
に
な
る
と
栗

ノ
木
谷
に
分
霊
が
杷
ら
れ
、
そ
の
後
、
大
正
八

・
九
年
頃
釜
屋
福
禅
寺
西
に
続

い
て
分
霊
を
杷
り
、
大
正

一
一
年

に
な
る
と
地
元
南

浦
の
氏
神
と
な
る
。

平
成
六
年
に
は
、、近
代
建
築
の
立
派
な
社
殿
が
再
建
さ
れ
、
九
月

二
九
日
に
は
、
遷

宮
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。

五
〇
余
年
前
、
私
が
登
校
す
る
際
観

て
き
た
箕
島
は
、
声
田
川

の
沖
合

に
浮
く
巨

鯨

（南
が
頭
部
で
茶
山
が
尻
尾
）

で
瀬
戸
内
海

の
旭
日
に
向

っ
て
力
強
く
泳
ぐ
姿

に

似
て
い
る
、
と
友
達
と
話
乍
ら
島
を
見

て
い
る
と
人
生

に
対
し
て
希
望

の
も
て
た
島

で
あ

っ
た
。

そ
の
巨
鯨
も
、
開
発
に
よ
っ
て
満
身
創
夷

の
島

に
と
形
を
変
え
て
い
る
が
、
確
実

に

周
辺
部

の
重
工
業
都
市
化
は
進
み
、
限
り
な
い
発
展
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
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